
令和５年６月定例月議会議案一覧 

 

議案番号 件   名 

報告 ４ 令和４年度豊明市土地開発公社決算並びに令和５年度豊明市土
地開発公社事業計画及び予算の報告について 

報告 ５ 令和４年度豊明市一般会計予算の繰越明許費に係る繰越報告に
ついて 

報告 ６ 豊明市国民保護計画の変更の報告について 

議案３９ 農業委員会委員の任命について 

議案４０ 農業委員会委員の任命について 

議案４１ 農業委員会委員の任命について 

議案４２ 農業委員会委員の任命について 

議案４３ 農業委員会委員の任命について 

議案４４ 農業委員会委員の任命について 

議案４５ 農業委員会委員の任命について 

議案４６ 農業委員会委員の任命について 

議案４７ 農業委員会委員の任命について 

議案４８ 農業委員会委員の任命について 

議案４９ 農業委員会委員の任命について 

議案５０ 工事請負契約の締結について（外壁等改修工事） 

議案５１ 市道の路線認定について 

議案５２ 豊明市役所出張所設置条例の廃止について 

議案５３ 豊明市地域安全ステーションの設置等に関する条例の一部改正
について 

議案５４ 豊明市多文化共生施策懇話会設置条例の一部改正について 

議案５５ 豊明市税条例の一部改正について 



議案５６ 豊明市下水道条例の一部改正について 

議案５７ 令和５年度豊明市一般会計補正予算（第３号）について 

議案５８ 令和５年度豊明市下水道事業会計補正予算（第１号）に
ついて 

 

 



報告第４号 

 

   令和４年度豊明市土地開発公社決算並びに令和５年度豊明市土地開発公

社事業計画及び予算の報告について 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、土地開発公社に係る経営状

況に関する事項について、別紙のとおり報告する。 

 

  令和５年６月５日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典      



令和５年５月１２日　認定

令和４年度

収  支  決  算  書

豊明市土地開発公社
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２ 役員会に関する事項

(１)　理事会(令和４年５月１２日)

　議案第３号  令和３年度豊明市土地開発公社収支決算の認定について

　議案第４号  剰余金の処分について

(２)　理事会(令和５年３月１３日)

　議案第１号  令和５年度豊明市土地開発公社事業計画について

　議案第２号  令和５年度豊明市土地開発公社収支予算について

事  業  報  告  書

  令和４年度の取得事業及び処分事業はありませんでした。

１ 総括事項
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（単位 : 円）

資金執行計算書

受  入  資  金
1 事業収益
2 事業外収益

15,165,287
0

6,249
63,945

15,095,093
134,945

71,000

3 長期借入金
4 前年度繰越金

支  払  資  金
1 販売費及び一般管理費

63,945
0
0

15,030,342

2 公有地取得事業費
3 償  還  金
4 前年度未払金

差      引

-7-



1 事業収益

 (1) 公有用地売却収益 0
      事業収益合計 0

2 事業原価

 (1) 公有用地売却原価 0
      事業原価合計 0
      事業総利益 0

3 販売費及び一般管理費

 (1) 販売費及び一般管理費 71,000
      販売費及び一般管理費合計 71,000
      事業損失 71,000

4 事業外収益

 (1) 受取利息 6,249
 (2) 雑収益 0
      事業外収益合計 6,249

当年度純損失 64,751

損 益 計 算 書
(令和４年４月１日～令和５年３月３１日)

（単位 : 円）
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資 産 の 部

区    分 明            細
預    金 普通預金及び定期預金 15,015,342
基　金 定    期    預    金 10,000,000
土    地 公    有    用    地 19,731,776

44,747,118

負 債 の 部

区    分 借   入   先   等
長期借入金 愛 知 信 用 金 庫 豊明 支店 19,716,776

19,716,776

合           計

財  産  目  録

令和5年3月31日

金            額
（単位 : 円）

金            額

令和5年3月31日

（単位 : 円）

合           計
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（単位 : 円）

1 公有用地取得事業費

 (1) 用 地 費 0
 (2) 補 償 費 0
 (3) 委 託 料 0
 (4) 工 事 費 0
 (5) 支払利息 63,945
 (6) 需 用 費 0

当年度取得事業原価 63,945
前年度末未処分用地 19,667,831
当年度用地売却原価 0
当年度末未処分用地 19,731,776

事  業  原  価  計  算  書
（令和４年４月１日～令和５年３月３１日)
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（単位 : 円）
資  産  の  部

1 流動資産
 (1) 現金及び預金 15,015,342
 (2) 公有用地 19,731,776 （※1）

      流動資産合計 34,747,118
2 固定資産
 (1) 投資その他の資産 10,000,000
      固定資産合計 10,000,000
    資  産  合  計 44,747,118

負  債  の  部
1 固定負債
 (1) 長期借入金 19,716,776
      固定負債合計 19,716,776
    負  債  合  計 19,716,776

資  本  の  部
1 資本金
 (1) 基本財産 10,000,000
      資本金合計 10,000,000
2 準備金
 (1) 前期繰越準備金 15,095,093
 (2) 当期純損失 64,751
      準備金合計 15,030,342
    資  本  合  計 25,030,342

44,747,118

※１　個別法による原価法に依っております。

    負 債・資 本 合 計

貸  借  対  照  表
（令和５年３月３１日現在）
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Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー

　公有地取得事業収入 0
　公有地取得事業支出 △ 63,945
　人件費支出 0
　その他の業務支出 △ 71,000
　   小計 △ 134,945

　利息の受取額 6,249
　事業活動によるキャッシュ・フロー △ 128,696

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

0
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　長期借入れによる収入 63,945
　長期借入金の返済による支出 0

　財務活動によるキャッシュ・フロー 63,945

Ⅳ 現金及び現金同等物減少額 64,751
Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 5,080,093
Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 5,015,342 （※1）

※1　現金及び現金同等物期末残高に、１年間の定期預金を含めておりません。

キャッシュ・フロー計算書

(令和４年４月１日～令和５年３月３１日)

（単位 : 円）
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（単位：円）

科　目 種　類 金　　額

当　座 0

普　通 5,015,342 市内金融機関 5,015,342

定　期 10,000,000 市内金融機関 10,000,000

定　期
（資本金）

10,000,000 市内金融機関 10,000,000

国　債 0

地方債 0

その他 0

計 25,015,342

現金及び預金明細表

摘　　要

現　金 ― 0

預　金

満期保有目
的以外で保
有する有価
証券
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区 分 借 入 先 利率 ％ 借入年月日
借 入
方 法

期 首 残 高 当 期 増 加 高 当 期 減 少 高 期 末 残 高
(うち１年内返済予定額)

備 考

63,945 0合      計 19,716,776

（単位：円）

長 期 借 入 金 明 細 表

19,652,831 63,945 0大根若王子線用地
（間米町鶴根地内）

愛知信金 0.325

19,652,831

19,716,776H31.01.16 手 形
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（単位 ： 円）

金 額 摘 要

公有地取得事業収益 0

0

（単位 ： 円）

金 額 摘 要

公有地取得事業原価 0

0

（単位 ： 円）

区 分 出 資 金 摘 要

基 本 財 産 10,000,000

合 計 10,000,000

科 目

公 有 用 地 売 却 原 価

合 計

資 本 金 明 細 表

出 資 団 体 名

豊 明 市

事 業 収 益 明 細 表

科 目

公 有 用 地 売 却 収 益

合 計

事 業 原 価 明 細 表
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参考資料

取  得

事  業  名 所      在 面積(㎡) 地目 金   額(円) 備　考

都市計画道路用地 174.00 63,945

　大根若王子線用地 間米町鶴根地内 174.00 宅地 63,945

174.00 63,945

処  分

事  業  名 所      在 面積(㎡) 地目 金額(円） 備　考

0.00 0

令和４年度豊明市土地開発公社事業実績

合      計

合      計
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64,751

15,030,342翌 年 度 繰 越 剰 余 金

剰 余 金 処 分 計 算 書

（単位  円）

      これを次のとおり処分するものとする。

1 前年度繰越剰余金

2 当 年 度 純 損 失

15,095,093
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　令和５年３月１３日　議決

豊明市土地開発公社

令和５年度

事業計画及び収支予算書
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㎡

事  業  名 取  得  面  積

令和５年度豊明市土地開発公社事業計画

処  分  面  積

㎡
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予備費

  第１項 5

支出合計

販売費及び一般管理費

  販売費及び一般管理費

第３款

85

85

5

  第１項

第２款

90

第２款

（単位  千円）

事業原価

  公有地取得事業原価

第１款

  第１項

  予備費

89  第１項

  公有地取得事業収益

  受取利息

0

90

収    入

第２条  収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定める。

  第２項

（単位  千円）

事業外収益

事業収益

  雑収益 1

0

0

  第１項

収入合計 90

支    出

第１款

      ろによる。

令和５年度豊明市土地開発公社予算

（総則）

第１条  令和５年度豊明市土地開発公社の収支予算は、以下に定めるとこ

0

（収益的収入及び支出の予定）
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利       率

償 還 方 法

2,000,000千円以内

市中金融機関    手形借入

年利4.0％以内

土地売却代金を収納した都度償還するものとする。

限  度  額

  第２項   償還金

（借入金）

借 入 方 法

支出合計 19,886

19,768

第４条  資金の借入方法及び借入限度額並びに償還方法を次のとおり定める。

  第１項   公有地取得事業費

支    出 （単位  千円）

第１款

118

収    入

第１款 資本的収入

目       的 事業資金にあてるため

収入合計 19,886

分損益勘定留保資金で補填するものとする。）

資本的支出 19,886

  第１項   借入金 19,886

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足した場合、当年度

19,886

（単位  千円）

（資本的収入及び支出の予定）

第３条  資本的収入及び支出の予定額を次のとおり定める。
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収    入

款 項 目 節 金  額

１事業収益 0
１公有地取得事業収益 0

１公有用地売却収益 0

２事業外収益 90

１受取利息 89

１受取利息 89

２雑収益 1

１雑収益 1

90

支    出

款 項 目 節 金  額

１事業原価 0
１公有地取得事業原価 0

１公有用地売却原価 0
２販売費及び一般管理費 85

１販売費及び一般管理費 85

１人件費 0

１報酬 0

２経費 85

１旅費 1

２交際費 1

３需用費 10

４役務費 1

５負担金 1

６公租公課 71

３予備費 5

１予備費 5

１予備費 5

90

Ⅰ  令和５年度豊明市土地開発公社予算執行計画

収益的収入及び支出

（単位  千円）

収  入  合  計

（単位  千円）

支  出  合  計
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収    入

款 項 目 節 金  額

１資本的収入 19,886

１借入金 19,886

１借入金 19,886

19,886

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足した場合、当年度

支    出

款 項 目 節 金  額

１資本的支出 19,886
１公有地取得事業費 118

１用地費 0

２補償費 0

３委託料 0

４工事費 0

５支払利息 118

６需用費 0

１消耗品費 0

２償還金 19,768

１借入償還金 19,768

19,886

（単位  千円）

支  出  合  計

収  入  合  計

分損益勘定留保資金で補填するものとする。）

資本的収入及び支出

（単位  千円）
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区    分 前年度決算見込額 当年度予算額 増減（△）

受入資金 15,152 34,993 19,841

(1)事業収益 0 0 0

(2)事業外収益 7 90 83

(3)長期借入金 64 19,886 19,822

(4)前年度繰越金 15,081 15,017 △ 64

支払資金 135 19,971 19,836

(1)販売費及び一般管理費 71 85 14

(2)公有地取得事業費 64 118 54

(3)償還金 0 19,768 19,768

(4)前年度未払金 0 0 0

差    引 15,017 15,022 5

Ⅱ  資 金 計 画 書

（単位  千円）
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Ⅲ  予 定 損 益 計 算 書

（単位  千円）

１事業収益

（１）公有用地売却収益 0

      事業収益合計 0

２事業原価

（１）公有用地売却原価 0

      事業原価合計 0

      事業総利益 0

３販売費及び一般管理費

（１）販売費及び一般管理費 85

      販売費及び一般管理費合計 85

      事業損失 85

４事業外収益

（１）受取利息 89

（２）雑収益 1

      事業外収益合計 90

    当年度純利益 5

（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）
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Ⅳ  予 定 事 業 原 価 計 算 書

（単位  千円）

１公有用地取得事業費

（１）用地費 0

（２）補償費 0

（３）委託料 0

（４）工事費 0

（５）支払利息 118

（６）需用費 0

    当年度取得事業原価 118

    前年度末未処分用地 19,731

    当年度用地売却原価 0

    当年度末未処分用地 19,849

（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

-33-



Ⅴ  予 定 貸 借 対 照 表

（単位  千円）

資 産 の 部

１流動資産

（１）現金及び預金 15,022

（２）公有用地 19,849

      流動資産合計 34,871

２固定資産

（１）投資その他の資産 10,000

      固定資産合計 10,000

      資 産 合 計 44,871

負 債 の 部

１固定負債

（１）長期借入金 19,834

      負 債 合 計 19,834

資 本 の 部

１資本金

（１）基本財産 10,000

      資本金合計 10,000

２準備金

（１）前期繰越準備金 15,032

（２）当期純利益 5

      準備金合計 15,037

      資 本 合 計 25,037

   負 債 ・ 資 本 合 計 44,871

（令和６年３月３１日現在）
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参考資料

取  得
（単位  ㎡）

事 業 名 所  在 面  積 備  考

0.00

処  分
（単位  ㎡）

事 業 名 所  在 面  積 備  考

0.00

合    計

令和５年度豊明市土地開発公社事業計画

合    計

-35-







 報告第６号 

 

   豊明市国民保護計画の変更の報告について 

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第３５条第８

項にて準用される同条第６項の規定に基づき、豊明市国民保護計画の変更につ

いて、別添のとおり報告する。 

 

  令和５年６月５日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  豊明市国民保護計画の変更について 

 

 豊明市国民保護計画（平成１９年３月作成）の一部を次のとおり変更する。 

１ 第１編 総論 第３章 関係機関の事務又は業務の概要の指定地方行政機

関の表中、東海財務局の事務又は業務の概要中「１ 地方公共団体に対する

災害融資 ２ 金融機関に対する緊急措置の指示 ３ 普通財産の無償貸付 

４ 被災施設の復旧事業費の査定の立会」を「１ 財政融資資金の貸付 ２ 

国有財産の無償貸付等 ３ 金融に関する措置 ４ 財政上の措置」に改め

る。 

２ 第１編 総論 第５章 市国民保護計画が対象とする事態 １ 武力攻撃

事態 （２） ゲリラや特殊部隊による攻撃 ②中「汚い爆弾」の前に「Ｎ

ＢＣ兵器や」を加える。 

３ 第２編 平素からの備えや予防 第１章 組織・体制の整備等の各部・課

における平素の業務の表中、秘書広報課、企画政策課、情報システム課によ

り編成される班に「公共施設管理課」を加え、健康長寿課、社会福祉課によ

り編成される班中「健康長寿課」を「長寿課」に、「社会福祉課」を「地域福

祉課」に改め、保育課により編成される班中「保育課」を「こども保育課」

「子育て支援課」に改め、保険医療課、子育て支援課により編成される班か

ら「子育て支援課」を削り、「健康推進課」、「新型コロナワクチン接種推進室」

を加える。 

４ 第３編 武力攻撃事態等への対処 第３章 関係機関相互の連携の上部の

「第４章 警報及び避難の指示等」を「第３章 関係機関相互の連携」に改

める。 

５ 第３編 武力攻撃事態等への対処 第４章 警報及び避難の指示等 ３ 

避難住民の誘導 （６）高齢者、障害者等への配慮中「要配慮者支援班」を

「避難行動要支援者支援班」に改める。 

６ 第３編 武力攻撃事態等への対処 第４章 警報及び避難の指示等 ３ 

避難住民の誘導  弾道ミサイル攻撃の場合①中「できるだけ近傍の」を「で

きるだけ、近傍の」に改める。 

７ 第３編 武力攻撃事態等への対処 第７章 武力攻撃災害への対処 （４）



汚染原因に応じた対応中「下」を「もと」に改める。 

８  第３編 武力攻撃事態等への対処 第９章 保健衛生の確保その他の措

置 ２ 廃棄物の処理 （２）廃棄物処理対策 ①中「「震災廃棄物対策指針」

（平成２６年３月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）等を参考とし

つつ」を「「豊明市災害廃棄物処理計画」（令和２年１０月）等を踏まえつつ」

に改める。 



議案第３９号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和５年６月５日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市沓掛町  
氏  名   蟹 井 伸 仁  

生年月日    

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。



議案第４０号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和５年６月５日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市沓掛町  
氏  名   横 山 治 美  

生年月日    

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第４１号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和５年６月５日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市沓掛町  
氏  名   石 川 博 正  

生年月日    

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第４２号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和５年６月５日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市沓掛町  
氏  名   石 川 万 里 子  

生年月日    

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第４３号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和５年６月５日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市間米町  
氏  名   青 山 み か  

生年月日   

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



 

 

議案第４４号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和５年６月５日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市三崎町  
氏  名   近 藤  明  

生年月日    

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第４５号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和５年６月５日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典  

 
記  

住  所   豊明市大久伝町  
氏  名   深 谷  明  

生年月日    

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第４６号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和５年６月５日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典  

 
記  

住  所   豊明市沓掛町  
氏  名   渡 邉 昭 男  

生年月日    

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第４７号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和５年６月５日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典  

 
記  

住  所   豊明市栄町  
氏  名   平 野 敬 祐  

生年月日    

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第４８号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和５年６月５日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典  

 
記  

住  所   豊明市栄町  
氏  名   青 木 規 久 範  

生年月日    

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第４９号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和５年６月５日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典  

 
記  

住  所   豊明市阿野町  
氏  名   毛 受 淳 一  

生年月日    

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第５０号 

 

   工事請負契約の締結について 

 下記のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

  令和５年６月５日提出 

 

                豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 
１ 工 事 名 外壁等改修工事  
２ 工 事 場 所 豊明市二村台７丁目地内  

３ 工 事 の 概 要 二村台小学校校舎棟３棟のアスベスト除去、外壁劣化

補修及び外装材吹付等を行う。  
４ 請負契約金額 １５９，１７０，０００円  
５ 請 負 契 約 者 名古屋市北区大杉二丁目７番１５号  

大池建工株式会社  
代表取締役 中澤 浩一  

６ 契 約 の 方 法 制限付一般競争入札（事後審査型）  

 
   説 明 

 この案を提出するのは、二村台小学校校舎棟３棟の外壁改修施工のため必要

があるからである。  
 



議案第５１号 

 

   市道の路線認定について 

 道路法第８条第２項の規定に基づき、市道の路線を下記のとおり認定するも

のとする。 

 

  令和５年６月５日提出 

                

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

路線番号 路線名 
起       点 

終       点 
摘 要 

１６７１ 二村台８１号 
豊明市二村台一丁目３０番７３地先 

豊明市二村台一丁目３０番２地先 
附図 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、市道として管理するために、新たに市道認定する必

要があるからである。 
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議案第５２号  

 
豊明市役所出張所設置条例の廃止について  

豊明市役所出張所設置条例を廃止する条例を別添のように定めるものとする。 

 

  令和５年６月５日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典  

 
   説 明  
 この案を提出するのは、豊明市役所出張所を廃止するため必要があるからで

ある。  

 



豊明市役所出張所設置条例を廃止する条例 

 

豊明市役所出張所設置条例（平成９年豊明市条例第１号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

 



議案第５３号  

 
   豊明市地域安全ステーション設置等に関する条例の一部改正について  

豊明市地域安全ステーション設置等に関する条例の一部を改正する条例を別

添のように定めるものとする。  

 
令和５年６月５日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典     

 
説 明  

この案を提出するのは、豊明市南部地区安全ステーションさかえを廃止する

ため必要があるからである。  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



   豊明市地域安全ステーションの設置等に関する条例の一部を改正する条

例 

 

豊明市地域安全ステーションの設置等に関する条例（平成２７年豊明市条例

第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を次のように改める。 

（設置） 

第２条 犯罪の防止及び交通安全対策を地域と連携して行い、住民の防犯及び

交通安全意識の高揚を図ることにより、安心で安全なまちづくりを推進する

ため、ステーションを次のとおり設置する。 

 （１） 名称 豊明市北部地区安全ステーションちょくし 

 （２） 位置 豊明市沓掛町小廻間１６番地１４ 

別表を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和５年８月１日から施行する。 



議案第５４号 
 
   豊明市多文化共生施策懇話会設置条例の一部改正について 
 豊明市多文化共生施策懇話会設置条例の一部を改正する条例を別添のように

定めるものとする。 
 

 令和５年６月５日提出 
 
                 豊明市長  小 浮 正 典  
 
   説 明 

この案を提出するのは、令和５年４月１日付け機構改革に伴う課名変更のた

め必要があるからである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



豊明市多文化共生施策懇話会設置条例の一部を改正する条例 

 

豊明市多文化共生施策懇話会設置条例（令和３年豊明市条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

第９条中「市民協働課」を「共生社会課」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

 



議案第５５号 
 
   豊明市税条例の一部改正について 
 豊明市税条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。 
 

 令和５年６月５日提出 
 
                 豊明市長  小 浮 正 典  
 
   説 明 

この案を提出するのは、地方税法等の一部改正に伴い必要があるからである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   豊明市税条例の一部を改正する条例 

 

豊明市税条例（昭和４７年豊明市条例第４４号）の一部を次のように改正す

る。 

第３３条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金

額のうち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を

加え、「の同項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個 

人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」

を「を納付し、若しくは納入する」に改める。 

第３５条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６ 

項とし、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、 

同条第３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、 

同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１

項の次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を

経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前

年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の

２第１項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定

による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最 

後に提出した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、 

給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第３１７条の３

の２第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載し

た前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出すること

ができる。 

 第３７条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によって」

を「により」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に

併せて賦課し、及び徴収する。 

 第４０条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額

の合算額」に、「によって、」を「により」に、「によって」を「により」に



改める。 

 第４２条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を

含む。次項及び第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては

当該給与所得以外の、」を「には、当該給与所得以外の」に、「によって、」

を「により」に、「によって」を「により」に、「第３５条の第１項」を「第 

３５条の２第１項」に改め、同条第３項中「によって、」を「により」に、「 

によって」を「により」に、同条第５項及び第６項中「によって」を「により」

に改める。 

 第４５条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に、「税額は」を「税額は、」に、「によって、」を「により」に改め、同条

第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第１７条の２の規定によっ

て、」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納

金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができる

ものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を

納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

 第４５条の２第１項中「によって徴収することが」を「により徴収すること

が」に、「においては」を「には」に改め、「及び均等割額」の次に「（これ

と併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第４５条の５に 

おいて同じ。）」を加え、「によって徴収する場合」を「により徴収する場合」 

に、「によって徴収する。」を「により徴収する。」に改め、同項第２号及び

同条第２項中「によって」を「により」に改める。 

 第４５条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「に

は」に改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１７条

の２の規定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴

収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用す

ることができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充 

当する」を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

 第７５条第１号エ中「及び」を「、」に改め、「３輪のもの」の次に「及び

道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３



号の６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

附則第１０条の２に次の１項を加える。 

１９ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市の条例で定める割合は、３

分の１とする。 

 附則第１０条の３第１３項を同条第１４項とし、同条第１２項中「附則第７

条第１３項」を「附則第７条第１７項」に改め、同項を同条第１３項とし、同

条第１１項の次に次の１項を加える。 

１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所

有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定

マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

 （１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 （２） 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

 （３） 家屋の建築年月日及び登記年月日 

 （４） 当該工事が完了した年月日 

 （５） 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場

合には、３月以内に提出することができなかった理由 

 附則第１５条の３第４項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改め

る。 

 附則第１６条の２第３項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改め

る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年７月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 附則第１０条の２及び附則第１０条の３の改正規定並びに附則第３

条の規定 公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

（２） 第３３条の９第２項並びに第３７条の見出し及び同条第１項の改正 



規定（この条例による改正後の豊明市税条例（以下「新条例」という。）、 

同条に１項を加える改正規定並びに第４０条、第４２条、第４５条、

第４５条の２及び第４５条の６の改正規定並びに附則第１５条の３第

４項及び附則第１６条の２第３項の改正規定並びに次条第１項並びに 

附則第４条第１項（新条例附則第１６条の２第３項に係る部分に限る。） 

及び第２項の規定 令和６年１月１日 

（３） 第３５条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月

１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による新条例の規定中個人の市民税に関する

部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５

年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３５条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を

受けるべき豊明市税条例第３５条の３の２第１項に規定する給与（以下この

項において「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申

告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項

の規定による申告書については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以後の年度分

の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第７５条第１号エ及び附則第１６条の２第３項の規定は、令和

６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分ま

での軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１５条の３第４項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定

の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車

税の環境性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に

対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 
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